
長谷川松籟財団２０２６年度 奨学生募集要項 

 

１．応募資格 

  兵庫県出身あるいは兵庫県内の高等学校、大学、大学院に在学し、学業、人物とも優秀

でありながら経済的理由により修学が困難と認められる生徒及び学生。 

  なお、高等学校、大学は財団が指定する学校（学科）とする。 

   

２．奨学金給付額、給付期間 

  高等学校生徒    月額 ２０，０００円 

            原則として正規の最短修学年限給付する 

            但し、応募者の成績、経済状況によっては、奨学金の支給を 1 年

間に限定する  

 

  大学・大学院学生  月額 ３０，０００円 

            大学生（４年生）は、１年間給付 

            大学院前期学生は、正規就学年数給付 

             

３．支給方法 

  １）奨学金は、奨学生本人名義の預貯金口座に振り込むことにより支給する。 

  ２）奨学金の支給時期は、原則として年４回３か月分を纏めて支給する。 

     

４．２０２６年度奨学生新規採用予定数 

  高等学校    ２０名程度  対象：原則１年生とする 

  大学、大学院生 ２１名    対象：大学生４年生、大学院（前期）１年生、２年生 

          ※各大学で前年度から継続する学生数が異なるため、大学毎に 2026

年度の採用予定人数は異なります。 

   

５．応募方法 

  指定校宛に当財団より所定の用紙を送付しますので、下記記載の必要書類と合わせて

学校※経由で当財団に提出してください。 

  なお、記入欄への未記載、記入ミスが散見されますので、応募者はもちろんですが担当

の先生、事務の皆様も提出前の確認よろしくお願いいたします。 

  ※大学毎に提出経路は異なりますので、学生支援担当部署或いは各学科／専攻からの

指示に従ってください。 

① 奨学生願書（当財団所定の様式） 

② 成績証明書 高校：募集年度の学内試験結果（例：第一学期 中間テスト結果） 

大学：前年度成績／GPA 評価等 



 

③ 推薦書（当財団所定の様式） 

※願書、推薦書の Excel ファイルが必要な場合は、ホームページより入手ください。 

   他団体からの奨学金を給付されていても当財団では併給可ですが、受給の有無を

必ず記入ください。また、授業料免除についても記入のこと。 

 

６．提出期限     高校生      2026 年  6 月 30 日（必着） 

           大学生・大学院生 2026 年  5 月 31 日（必着）   

            

７．提出先及び問い合わせ先 

   〒５４１－００４２ 

   大阪市中央区今橋４－４－７ 京阪神淀屋橋ビル５F 

   ハリマ化成グループ株式会社内 公益財団法人 長谷川松籟財団 事務局 土田 

   ＴＥＬ ０６－６２２９－０９６６  e-mail hasegawa@shorai.or.jp 

 

８．決定及び結果の通知 

  奨学生の採否については、選考委員会での候補者を選考の上、理事長の承認をもって決

定し、結果は学校を経由し通知します。 

                             

９．奨学生の義務    

  １）継続して奨学金の給付を希望する奨学生は年度末に成績及び奨学生修学状況報告

書（当財団様式）を高等学校、大学を通じて提出する。 

    記入内容：家庭状況の変化 学内学外での活動等、指定の項目全てに記載すること 

    学内外での活動等について無ければ「無し」と記入のこと。 

  ２）奨学金の給付が終了する際には、当財団所定の「奨学生終了報告書」を提出する。 

        記入内容：高校生 目標とした学業の達成度 と 進路 

         大学（院）生 １年或いは２年間での研究テーマの達成状況 と 進路 

  ３）休学、退学等の異動が発生した際、停学その他の処分を受けた場合は、在学する学

校を経由し直ちに当財団に届け出ること。 

 

10．その他 

  １）当財団の奨学金は返還の義務は無く、他の奨学金との併願・併用は可能です。 

  ２）提出された応募書類は返却しません。 

以 上 

 


